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お得意様各位
株式会社 タテムラ
システムサービス課
福 生 市 牛 浜 1 0 4

System-Ｖ/LX 株主資本等変動計算書プログラムのご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお取引を賜り誠にあり

がとうございます。

平成23年度以降版株主資本等変動計算書プログラムが完成しましたのでご案内いたします。こ

れに伴い、法人決算書、期首自動繰越、GP年度更新プログラムも更新致しました。プログラムが
必要なお客様は同封の注文書にご記入の上、ＦＡＸ頂きますようお願いいたします。ご注文をお
待ちしております。

尚、今回の更新プログラムは財務保守ご加入のお客様へは既にお届けしています。

今後とも倍旧のお引き立ての程、宜しくお願い申し上げます。
敬具
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送付内容のお問い合わせ先

送付内容に関するお問い合わせにつきましては、サービス課までご連絡下さいますよう
お願いします。

ＴＥＬ ０４２－５５３－５３１１(AM10:00～12:00 PM1:00～3:30)
ＦＡＸ ０４２－５５３－９９０１
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12.07株主資本等変動計算書プログラム等 更新内容
● [1160]株主資本等変動計算書プログラム

【会計設定】
画面に が追加となりました。事業年度

それに伴い、[95]期首自動繰越・
[97]GP年度更新の繰越画面に
事業年度の表示を追加しました。

【1：資本等変動計算書】
科目名が、｢前期末残高｣ → に変更となりました。｢当期首残高｣

【２頁目 株主資本等変動計算書注記・内訳】

科目名が、｢前期末残高｣ → に変更となりました。｢当期首残高｣



- 2 -

● [53]法人決算書プログラム

【決算書】

[1160：株主資本等変動計算書] から への転記がなくなりました。期間指定／集計期間

（法人決算書プログラムを開きますと、自動で一年を表示します。）



12.07

平成23年度以降の株主資本変動計算書に対応したプログラムを作成いたしました。
｢前期末残高｣から｢当期期首残高｣に変更、および会計設定で事業年度が追加となりました。
財務保守にご加入でないとプログラムは更新されませんので、この機会にご購入をご検討下さい！

《 ご 注 文 書 》

※下段( )内は税抜＜変動計算書関連プログラム＞ (税込)

１台 ２台 ３台 ４台 ５台以降コンピュータまたは端末の台数

15,750 22,050 25,200 28,350 31,500株主資本等変動計算書プログラム
及び決算書関連 (15,000) (21,000) (24,000) (27,000) (30,000)

ご注文セット数 -お申し込み端末機名をご記入下さい-

セット

プログラム金額合計 円

御 社 名

御 住 所

ご注文ＦＡＸ ０４２－５５３－９９０１

当期首残高に
変更しました。

会計設定に事業年度が
追加となりました。



2012.07

平成24年4月よりサービス開始の新商品です。

■保守サービス内容
１.最新バージョンの財務プログラムの無償提供

お持ちのプログラムに関する法改正や機能改善や機能追加等プログラムの改訂が
あった場合、最新バージョンの財務プログラムを常時提供いたします。

２.タテムラ リモートサポート(遠隔操作)
操作方法やパソコントラブルが起こった場合の対応等で、電話でのサポートが難
しい場合に、システムサービス課のオペレーターがお客様のパソコンにインター
ネットを使って接続し、オペレーターがお客さまのパソコン画面を共有して解決
をサポートします。
※インターネット環境が必要です。サポート時間は、フリーダイヤルご利用の場合9:00～17:00、一般回線ご利用

の場合10:00～15:30となります。財務保守内でのリモートサポートはタテムラシステムに関するお問い合わせ

に限らせていただきます。

３.新規プログラム購入の特別価格による提供
お持ちでない財務関連プログラムや新発売の財務プログラム購入時に、ご優待
特別価格にてご提供させていただきます。

■財務プログラム保守対応機種は
【 Ｖシリーズ・Ｃｒシリーズ・Ｍｎシリーズ 】 の３機種となります。

*ＬＸシリーズはご購入時期によっては保守対応となります。詳細はシステムサービス課までお問い合わせ下さい。

※ご購入から5年間まで本保守サービスに加入することができます。

6年以上ご使用の機種に関しては別紙｢財務プログラム保守価格｣をご確認下さい。

※機種に関しては、サーバー本体もしくは、スタンドアローン本体に記載しております。

お使いの機種がご不明の場合、システムサービス課までお問い合わせ下さい。

■消費税率改正に係るプログラムの対応について
改正にともない各機種について消費税率の改正が行われた場合、弊社プログラムも法

消費税関連のプログラムを大幅に変更する予定です。

消費税率変更に関する財務プログラムの更新につきましては、財務プログラム保守に
ご加入の場合、無償にてご提供させていただきます。
（財務プログラム保守未加入の場合は、消費税率改正対応プログラム購入は定価販売となります。）

※( )内は税抜＊消費税税率改正時 改正プログラム販売予定価格＊ (税込)

・８％アップ時 (予) 99,750円 (95,000円)
・10％アップ時 (予) 68,250円 (65,000円)

※平成24年2月16日の政府案どおりに2014年4月に8％､2015年10月に10％の2段階引上げで、

品目別の税率を設定せず一律税率が上がった場合の改正プログラム販売予定価格です。

財務プログラム保守



※下段( )内は税抜＜財務プログラム保守＞ (税込)

１台 ２台 ３台 ４台 ５台以降コンピュータまたは端末の台数

31,500 44,100 50,400 56,700 63,000財務プログラム保守
(30,000) (42,000) (48,000) (54,000) (60,000)※リモートサポートを含みます※ （年額）

3,150 4,410 5,040 5,670 6,300
(3,000) (4,200) (4,800) (5,400) (6,000)（月額）

※サーバー本体もしくは、スタンドアローン本体購入年月から
6年目の場合は1台目価格が(年額)47,250円、(月額)4,725円
7年目の場合は1台目価格が(年額)63,000円、(月額)6,300円 からになります。

■財務プログラム保守開始日について
加入申込み時に使用しているシステムの無償保証期間終了翌月か、

2012年4月のどちらか近い年月からさかのぼっての保守契約開始となります。

(一回目の請求時に、一括でご請求させていただきます)

■財務プログラム保守の解約について

●解約日は解約の手続きが完了した月の末日となります。
*月払いの場合、途中解約の返金はございません。

*年払いの場合、契約半年以内の解約はお支払額の半額を返金いたします。

返金の際の振り込み手数料はお客様負担とさせていただきます。

半年経過した場合、途中解約の返金はございません。

*将来、再度財務プログラム保守に加入される場合は前回解約翌月からの請求となります。

《 財務プログラム保守 申込書 》

ご使用のコンピュータまたは端末機の全台数・・・・ 台
※財務プログラム保守は端末機ごとの加入はできませんのでご注意下さい。

ご希望の支払い方法・・・・・・・・・・・・・・ 年払い ・ 月払い
ご希望方法に○を付けて下さい

(税込)金額合計 円

御 社 名

ご担当者名

ご 住 所

電 話 番 号

ご注文ＦＡＸ：０４２－５５３－９９０１

お問い合わせにつきましては、システムサービス課までご連絡下さいますようお願いします。

ＴＥＬ ０４２－５５３－５３１１（AM10:00-12:00 PM1:00-3:30）
ＦＡＸ ０４２－５５３－９９０１


